
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

１ 令和７年第２回定例会提出予定議案の説明 

    (1)【議案第９７号関係】 
 川崎市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

    (2)【議案第１００号関係】 
 川崎市市税条例の一部を改正する条例（市長の専決処分）の概要 
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【議案第９７号関係】 
 

 

 

 

 

 

改正後 改正前 

○川崎市市税条例 ○川崎市市税条例 

昭和２５年８月１９日条例第２６号 昭和２５年８月１９日条例第２６号 

附 則 

（法附則第１５条、附則第１５条の８及び附則第１５条の９の３に規定す

る固定資産税等の課税標準の特例等） 

８ 法附則第１５条、附則第１５条の８及び附則第１５条の９の３に規定

する条例で定める割合は、次のとおりとする。 

(１)～(１６) 略 

(１７) 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

(１８) 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合 ３分の１ 

(１９) 法附則第１５条第４０項に規定する条例で定める割合 ６分の１ 

(２０) 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合 ４分の３ 

(２１)及び(２２) 略 

 

附 則 

（法附則第１５条、附則第１５条の８及び附則第１５条の９の３に規定す

る固定資産税等の課税標準の特例等） 

８ 法附則第１５条、附則第１５条の８及び附則第１５条の９の３に規定

する条例で定める割合は、次のとおりとする。 

(１)～(１６) 略 

(１７) 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合 ３分の２ 

(１８) 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合 ３分の１ 

(１９) 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合 ６分の１ 

(２０) 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合 ４分の３ 

(２１)及び(２２) 略 

 

 

資 料 
川崎市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 
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【議案第１００号関係】 

市長の専決処分による川崎市市税条例の一部を改正する条例の概要 

１ 地方税法の一部改正について 

令和７年度税制改正に伴う地方税法の一部改正（令和７年３月３１日公布）により、軽自動車税（種別割）について、税率に係る

二輪車の車両区分が見直され、適用が令和７年度以後の課税分（令和７年４月１日施行）とされたもの 

(1) 改正背景 

○ 大気環境保護と国際基準調和の観点から、令和７年１１月から総排気量 50cc 以下の原動機付自転車（以下「現行原付」という。）に対し新たな

排出ガス規制が適用開始される。 

○ 現行原付は、新たな排出ガス規制への適合が技術面・収益面から難しいため、同規制に適合する現行原付の生産・販売が困難となることから、警

察庁において、総排気量 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下（※）（現行原付と同等レベルに制御したもの）の新たな二輪車の車両区分を設け、

これについて原動機付自転車免許でも運転できるよう、令和６年１１月１３日に道路交通法施行規則が改正（令和７年４月１日施行）された。 

○ 令和７年度政府税制改正大綱（令和６年１２月２７日閣議決定）において、軽自動車税（種別割）について、「原動機付自転車のうち、二輪のも

ので、総排気量が 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下のものに係る軽自動車税種別割の税率を 2,000 円とする」ことが明記された。 

※ 最高出力 4.0kW 以下の確認方法：国内主要メーカーや改造事業者等が、国土交通省の定める基準に基づき、最高出力抑制装置の試験を実施・確

認し、原動機への表示（シールの貼付等）を行う。 

(2) 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地方税法（改正前） 【参考】道路交通法施行

規則の車両区分 総排気量 税率 

原動機付

自転車 
（二輪のもの） 

50cc 以下 

2,000 円 

一般原動機付自転車 

（原付免許で運転可） 

50cc 超 

90cc 以下 

普通自動二輪車 
90cc 超 

125cc 以下 
2,400 円 

地方税法（改正後） 【参考】道路交通法施行

規則の車両区分 総排気量 税率 

50cc 以下 

2,000 円 

一般原動機付自転車 

（原付免許で運転可） 

50cc 超 

90cc 以下 普通自動二輪車 

90cc 超

125cc 以下 

 2,400 円 

125cc 以下かつ

最高出力 

4.0kW 以下 

2,000 円 
一般原動機付自転車 

（原付免許で運転可） 

資 料 
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【原動機付自転車の例】 

（総排気量 50cc 以下）            （総排気量 125cc 以下）     

 

 

 

ベンリィ      タクト         ＰＣＸ       ＣＢ１２５Ｒ 

（出所）「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会報告書」（警察庁）を加工して引用 

２ 市税条例の改正について 

(1) 改正内容 

地方税法の一部改正法において、軽自動車税（種別割）の税率に係る二輪車の車両区分が見直され、所要の整備が行われたこと

から、市税条例の関係規定について同法（上記１(2)）のとおり、所要の整備を行ったもの 

 (2) 施行期日 

令和７年４月１日 

 

３ その他 

○ナンバープレートについて                   ○広報について

                                   ・市ホームページの更新（４月１日実施） 

・市税事務所でのチラシの配架（４月１日実施） 

・市政だよりへの掲載（５月号） 

・納税通知書へのチラシの同封（５月９日発送） 

・市税のしおりへの掲載（６月発行予定） 

 

 

 

 

 

 最高出力を 4.0kW 以下に制御する

ことにより、 

・原付免許での運転が可能となる。 

・軽自動車税（種別割）の税率が

2,400 円から 2,000 円となる。 

（出所）「全国都道府県税務主管課長・市町村税担当課長合同会議の資料」（総務省）を加工して引用 
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川崎市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（種別割の税率） 

第６４条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワット以下

のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。） 年額 ２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リットル以下のも

の（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．６キロワットを超え、０．８キ

ロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０キロワ

ット以下のもの 年額 ２，０００円 

エ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウに掲げるものを除

く。）又は定格出力が０．８キロワットを超えるもの 年額 ２，４００円 

オ 略 

（種別割に関する申告又は報告の義務） 

第７０条 

３ 第１項の申告書を提出した者は、当該軽自動車等について次の各号に掲げる事項

のうち１以上の事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日か

ら１５日以内に当該変更があった事項について、規則で定める様式による申告書を

市長に提出しなければならない。ただし、前項の規定により申告書を提出すべき場合

については、この限りでない。 

（１）～（７） 略 

（８） 第６４条第１項第１号ウに規定する原動機付自転車にあっては、原動機の最高

出力 

（９） 軽自動車又は２輪の小型自動車にあっては、車両番号 

（種別割の税率） 

第６４条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワット以下

のもの（エ及びオに掲げるものを除く。） 年額 ２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リットル以下のも

の（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．６キロワットを超え、０．８キ

ロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０キロワ

ット以下のもの 年額 ２，０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウに掲げるものを除

く。）又は定格出力が０．８キロワットを超えるもの 年額 ２，４００円 

エ 略 

（種別割に関する申告又は報告の義務） 

第７０条 

３ 第１項の申告書を提出した者は、当該軽自動車等について次の各号に掲げる事項

のうち１以上の事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日か

ら１５日以内に当該変更があった事項について、規則で定める様式による申告書を

市長に提出しなければならない。ただし、前項の規定により申告書を提出すべき場合

については、この限りでない。 

（１）～（７） 略 

（８） 第６４条第１項第１号ウに規定する原動機付自転車にあっては、原動機の最高

出力 

（８） 軽自動車又は２輪の小型自動車にあっては、車両番号 
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